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（別紙４） 

久留米競輪場再整備に係る技術協力業務委託 特記仕様書 

 

本業務の受託者となった者（以下、「施工予定者」という。）は、発注者及び設計者並びに施工予定者

の３者により組織される３者協議会（以下「３者協議会」という。）に出席し、本プロポーザル時にお

いて施工予定者から提案され発注者により採用された技術提案及びＶＥ提案（以下「技術提案等」と

いう。）だけでなく、実施設計段階における更なる技術的提案及び経済的提案を実施設計に反映させる

ため、以下の業務を実施する。 

 

１．業務名称 

久留米競輪場再整備に係る技術協力業務 

 

２．業務委託料 

金１０，０００，０００円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

 

３．履行期間 

技術協力業務委託契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

４．業務内容 

（１）実施設計全般に対する技術検証 

施工予定者は、設計者が行う実施設計に技術提案等が適切に反映されていることを確認する。

また、技術提案等以外の部分を含めて施工性の観点から実施設計の内容の確認を行う。実施設

計の内容について疑義がある場合は、発注者に報告し指示を受けるものとする。その他下記の

検証及び協力を行う。 

① 技術提案等についての検証（必要と判断された項目） 

② 設計意図を変えないＶＥ提案の作成（資料作成、概算算出を含む） 

③ 実施設計期間中の変更、追加要望に関するコスト検証 

（２）施工実施方針及び施工計画の作成 

① 総合施工計画の検討、提案 

② 工事ステップ及び、仮設計画の検討、提案 

③ 工事工程の検討、提案及び工程表の作成 

施工予定者は、設計者が行う実施設計の内容に応じた施工方法、資材・部材の搬入計画、施

工順序、工事工程表等、工事の実施にあたって必要な計画を記載した施工における実施方針

及び施工計画を作成するものとする。 
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（３）技術提案及びＶＥ提案 

① 施工計画に係る提案 

② 主要構造等建物の計画に係る提案 

③ その他提案 

（４）コスト管理支援 

① 工事費見積内訳書の作成、更新 

② 発注者及び設計者からの提案及びＶＥ提案等があった場合の工事費見積内訳書の作成 

③ 工事費管理支援 

・施工予定者は、本プロポーザル時に提出した、ＶＥ提案採用後概算工事費見積内訳書及び採

用されたＶＥ提案書に基づき、工事費見積内訳書を作成し、設計者が行う実施設計の内容に

応じた工事費見積内訳書の更新を行う。 

・施工予定者は、工事費見積内訳書の深度化、更新方法については、実施設計の進捗に応じて

発注者及び設計者と協議を行うとともに、発注者の指示に基づき、必要となる工事費見積内

訳書の根拠となる資料を提出するものとする。 

・施工予定者は、発注者及び設計者からの提案に対する工事費見積内訳書の作成を行う。当該

提案に対する工事費見積内訳書の作成レベルは、発注者との協議による。 

・工事費見積内訳書については、２か月ごとの更新を想定しているが、発注者との協議により、 

適切に工事費を管理できる期間を設定し、その更新を行うものとする。 

（５）関係機関との協議資料作成支援 

施工予定者は、発注者及び設計者が行う関係機関との協議の資料について、施工の視点からの

助言・支援を行う。 

（６）３者協議会への出席 

受託者は、発注者及び設計者と実施設計に関する３者協議を行う。協議回数は２回／月程度と

し、 発注者が指示する技術者が出席するものとする。 

（７）その他必要となる調査業務等 

（８）業務報告書の作成 

施工予定者は、業務の成果として報告書を作成する。 

 

５．業務の配置技術者等 

配置技術者として技術協力業務責任者（本業務に関し、主として指揮、監督を行う者）および建

築（総合）・建築（構造）・電気設備・機械設備（給排水衛生、空調管理）・建築コスト管理の各担

当者を配置すること。技術協力業務責任者は、３者協議会に出席するとともに、施工予定者にお

ける組織の取りまとめ及び業務の管理を行うこと。また工事を含む全業務完了までの期間、プロ

ジェクト責任者を配置すること。 

  



3 
 

６．業務の成果物 

業務が完了したときは、次の成果物を提出すること。 

（１）業務報告書 

（２）各種技術検証資料 

（３）総合施工計画、工事工程表 

（４）総合仮設計画、工事ステップの仮設計画 

（５）技術提案書及びＶＥ提案書に関する成果物 

（６）工事費見積内訳書及び工事費推移管理表（任意書式） 

（７）その他発注者の指示するもの 

※上記成果物は、原則、紙媒体で提出とするが、部数については協議とする。また、電子データと

しても提出すること。 

なお、データ形式及び提出形状等は発注者と協議すること。ただし、図面データ形式はＰＤＦ形

式、ＤＷＧ形式、ＤＸＦ 形式の３形式で提出とする。 

 

７．支払条件 

検査完了後一括払いとする。 


